
河川法（抜粋） 

(昭和三十九年七月十日) 

(法律第百六十七号) 

(目的) 

第一条 この法律は、河川について、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、

河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がさ

れるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公

共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。 

(河川管理の原則等) 

第二条 河川は、公共用物であつて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達

成されるように適正に行なわれなければならない。 

２ 河川の流水は、私権の目的となることができない。 

第三条から第二十三条（略） 

(土地の占用の許可) 

第二十四条 河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地

を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めると

ころにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 

第二十五条（略） 

(工作物の新築等の許可) 

第二十六条 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとす

る者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならな

い。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物

を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。 

２ 高規格堤防特別区域内の土地においては、・・・（以下、略） 

３ 河川管理者は、高規格堤防特別区域内の土地における・・・（以下、略） 

４ 第一項前段の規定は、樹林帯区域内の土地における工作物の新築、改築及び除却に

ついては、適用しない。ただし、当該工作物の新築又は改築が、隣接する河川管理施設

(樹林帯を除く。)を保全するため特に必要であるとして河川管理者が指定した樹林帯区

域(次項及び次条第三項において「特定樹林帯区域」という。)内の土地においてされる

ものであるときは、この限りでない。 

５ 河川管理者は、特定樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところに

より、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様と

する。 

以下（略） 


